
川崎市特別職非常勤職員に関する要領 

（目的） 

第１条 この要領は、別に定めるもののほか、特別職非常勤職員について必要

な基準を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において、非常勤職員とは、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第３条第３項第３号に規定されている特別職の非常勤職員をい

う。 

第３条 削除 

（職の設置） 

第４条 非常勤職員の職は、専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職で

あって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断等を行うものに

ついて設置することができる。 

２ 非常勤職員の職の設置に当たっては、その職を必要とする局長等（川崎市

事務分掌条例（昭和３８年川崎市条例第３２号）第１条に掲げる局及び本部

の長並びに区長、市民オンブズマン事務局長並びに会計管理者をいう。以下

同じ。）の申請に基づき、総務企画局長が設置する。 

（非常勤職員の職名） 

第５条 非常勤職員の職名は、職務の内容を適切に表す用語をもって総務企画

局長が定める。 

（任用） 

第６条 非常勤職員は、部長等（川崎市事務決裁規程（昭和４１年川崎市訓令

第８号）第２条第３号に掲げる部長、川崎市事業所事務分掌規則（昭和５１

年川崎市規則第３９号）別表第１に定める第１類の事業所の長及び看護大学

の事務局長をいう。以下同じ。）が選考の上、総務企画局人事部長の合議を



経て、市長が任命する。 

２ 非常勤職員の任用の期間（以下「任用期間」という。）は、原則として、

その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で局長等

が定めるものとする。 

 （任用の更新） 

第７条 市長は、任用期間内の勤務成績が良好である非常勤職員について、そ

の任用期間を４回に限り更新することができる。この場合において、更新回

数が上限に達した非常勤職員について、前条の規定による選考を経た上で再

度の任用をすることを妨げるものではない。 

２ 顧問・参与の職及び総務企画局長が特に認めた職は、前項前段の規定にか

かわらず任用期間を満了した非常勤職員の任用期間を更新することができる。 

 （任用条件の明示） 

第８条 非常勤職員の任用に際しては、その者に対して任用期間、報酬及び勤

務時間その他の任用条件を明示しなければならない。 

 （退職） 

第９条 非常勤職員は次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって

退職する。 

（１）任用期間が満了した日 

（２）退職を願い出て承認があった日 

（３）死亡したとき。 

 （解職） 

第１０条 非常勤職員は次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその職

を解くことができる。 

（１）勤務成績が良くないとき。 

（２）心身の故障のため、その業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない



とき。 

（３）その他その職に必要な適格性を欠くとき。 

（勤務日及び勤務時間等） 

第１１条 非常勤職員の勤務日は、原則として、１週間について５日以内とし、

勤務時間は、１日について休憩時間を除き７時間４５分以内、１週間当たり

の勤務時間は２９時間以内とし、その割振りは局長等が総務企画局長と協議

して別に定めるものとする。 

２ 非常勤職員の休憩時間は、正規の勤務時間が６時間を超える場合において

は、所定の勤務時間の途中に原則として１時間置くものとし、その割振りは

局長等が総務企画局長と協議して別に定めるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職の非常勤職員

の勤務日、勤務時間及びその割振り並びに休憩時間については、局長等が総

務企画局長と協議して別に定める。 

（休日） 

第１２条 非常勤職員の休日は、１週間について１日以上又は４週間を通じて

４日以上の休日を与えるものとし、当該休日は局長等が総務企画局長と協議

して別に定めるものとする。 

（休日の振替） 

第１２条の２ 所属長は、非常勤職員に休日において特に勤務することを命ず

る必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする

４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする８

週間後の日までの期間内にある勤務日を休日に変更して、当該勤務日に割り

振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること

ができる。 

（時間外勤務） 



第１２条の３ 所属長は、非常勤職員に正規の勤務時間を超えて勤務すること

を命じ、又は休日に勤務することを命ずることはできない。ただし、公務の

ため臨時又は緊急の必要がある場合において、非常勤職員に正規の勤務時間

を超えて勤務することを命じ、又は休日に勤務することを命じなければ公務

の運営に著しい支障が生ずるために業務上やむを得ないと認められるときは、

この限りでない。 

 （年次有給休暇） 

第１３条 非常勤職員に対して、別表第１に掲げる区分に応じた年次有給休暇

を原則として１日を単位に付与することができる。ただし、４月１日から翌

年３月３１日までの期間（以下「会計年度」という。）の中途で任用された

非常勤職員については、その会計年度内における任用期間の月数（任用期間

の初日の属する月から任用期間の末日の属する月までの月数をいう。以下同

じ。）に応じて別表第２に規定する日数を付与することができる。 

２ 第７条の規定に基づき、任用期間の更新又は再度の任用をされた場合にお

いて、前年度（直近１年度に限る。）に付与した年次有給休暇の日数のうち

使用しなかった日数がある場合は、当該年度に限り繰り越すことができる。 

３ 次の各号に掲げる職員（以下「各号職員」という。）であった者が、引き

続き非常勤職員に任用された場合において、前年度に付与された年次有給休

暇の日数のうち使用しなかった日数がある場合は、当該年度に限り繰り越す

ことができる。また、この場合における当該年度の年次有給休暇の付与日数

は、当該年度における各号職員の任用期間（この項の規定により任用期間と

みなしたものを含む。）の初日の属する月から非常勤職員の任用期間の末日

の属する月までを任用期間とみなして第１項の例により求められる日数から、

各号職員の任用期間に付与された年次休暇等の日数を減じて得た日数（０日

を下回るときは、０日）に、各号職員の任用期間の年次有給休暇の残日数を



加えて得た日数とする。 

（１）非常勤職員 

（２）川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和３４年川崎市

条例第３０号）第２条の適用を受ける職員 

（３）川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和３２年川

崎市条例第３２号）第２条第１項の適用を受ける職員 

（４）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号

及び第２号に掲げる職員 

（年次有給休暇の時期の定め） 

第１３条の２ 一の会計年度における年次有給休暇（前条第１項の規定により

付与される年次有給休暇の日数が１０日以上である非常勤職員に係るものに

限る。）の日数のうち５日については、当該会計年度に、非常勤職員ごとに

その時期を１日又は半日単位で定めることにより与えなければならない。 

（特別休暇） 

第１４条 非常勤職員に対して、年次有給休暇のほか、次の各号のいずれかに

該当する場合に特別休暇を付与することができる。 

（１）地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤するこ

とが著しく困難である場合 

（２）地震、水害、火災その他の災害による非常勤職員の現住居の滅失又は損 

 壊 

（３）地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等において退勤途上

における事故発生防止のための措置 

（４）裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の

議会その他の官公署への出頭 

（５）選挙権その他公民としての権利の行使 



（６）非常勤職員の結婚等 

（７）忌引 

（８）非常勤職員の配偶者等の出産 

（９）骨髄又は末梢(しょう)血幹細胞の提供 

（１０）夏季における健康保持 

（１１）負傷又は疾病（予防接種による著しい発熱等の場合を含む。） 

（１２）非常勤職員の出産 

（１３）女性非常勤職員の生理 

（１４）非常勤職員の育児 

（１５）子の看護等 

（１６）非常勤職員の育児参加 

（１７）短期の介護 

（１８）不妊治療 

（１９）非常勤職員の介護 

（２０）非常勤職員の介護時間 

（２１）妊産婦である女性非常勤職員が、母子保健法（昭和４０年法律第１４

１号）第１０条に規定する保健指導又は同法第１３条に規定する健康診査

を受ける場合 

（２２）妊娠中の女性非常勤職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が

母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 

（２３）妊娠中の女性非常勤職員が、当該女性非常勤職員の業務が母体又は胎

児の健康保持に影響があると認められる場合 

（２４）厚生に関する計画の実施に参加する場合 

２ 前項第１号から第１２号まで、第１４号から第１８号まで及び第２１号か

ら第２４号までの特別休暇は、有給とする。 



３ 第１項第１３号、第１９号及び第２０号の特別休暇は、無給とする。 

４ 第１項第１号から第５号まで、第７号、第９号及び第１２号から第１４号

までの特別休暇の期間等は、正規職員の例による。ただし、同項第１３号の

特別休暇の期間については、女性非常勤職員が請求した期間とする。 

５ 第１項第２１号から第２４号までの特別休暇の期間等は、正規職員の職務

に専念する義務の免除の例による。 

６ 第１項第６号の特別休暇は、結婚式、旅行その他の結婚等に伴う行事等の

ため必要と認められるとき、結婚等の日の５日前の日から当該結婚等の日後

１月を経過する日までの期間内における連続する５日の範囲内の期間で付与

することができるものとする。 

７ 第１項第８号の特別休暇は、１週間の勤務日が３日以上とされている非常

勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で１年

間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員に対して付与することができる

ものとし、特別休暇の期間及びその他の要件は正規職員の例による。 

８ 第１項第１０号の特別休暇は、６月１日から１０月３１日までの間におい

て次の日数を付与するものとし、その他の要件については正規職員の例によ

る。   

１週間の 

勤務日数 

付 与 日 数 

７月以前任用 ８月任用 ９月任用 １０月任用 

５日以上 ５日 ３日 ２日 ― 

４日 ４日 ３日 ２日 ― 

３日 ３日 ２日 １日 ― 

９ 第１項第１１号の特別休暇は、ひとつの任用期間において、次の日数を上

限として付与できるものとし、その他の要件については正規職員の例による。 

１週間の 

勤務日数 

任用期間の月数（任用期間の初日の属する月から任用期間の末日の

属する月までの月数をいう。） 



１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月 
６箇月を超

える期間 

５日以上 １日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 １０日 

４日 １日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 ７日 

３日 ― １日 １日 ２日 ２日 ３日 ５日 

２日 ― ― １日 １日 １日 ２日 ３日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 

１０ 第１項第１５号の特別休暇は、ひとつの任用期間において、次の各号に

掲げる日数を上限として付与できるものとし、その他の要件については正規

職員の例による。 

（１）養育する中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者等の子を含む。）

が１人の場合 

１週間の 

勤務日数 

任用期間の月数（任用期間の初日の属する月から任用期間の末日

の属する月までの月数をいう。） 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月 
６箇月を超

える期間 

５日以上 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ７日 

４日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 

３日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 

２日 ― ― １日 １日 １日 １日 ２日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 

（２）養育する中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者等の子を含む。）

が２人以上の場合 

１週間の 

勤務日数 

任用期間の月数（任用期間の初日の属する月から任用期間の末日

の属する月までの月数をいう。） 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月 
６箇月を超

える期間 



３日以上 １０日 １０日 １０日 １０日 １０日 １０日 １０日 

２日 ― ― １日 １日 １日 ２日 ３日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 

１１ 第１項第１６号の特別休暇は、１週間の勤務日が３日以上とされている

非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で

１年間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員に対して付与することがで

きるものとし、特別休暇の期間及びその他の要件は正規職員の例による。 

１２ 第１項第１７号の特別休暇は、ひとつの任用期間において、次の各号に

掲げる日数を上限として付与できるものとし、その他の要件については正規

職員の例による。 

（１）要介護者が１人の場合 

１週間の 

勤務日数 

任用期間の月数（任用期間の初日の属する月から任用期間の末日

の属する月までの月数をいう。） 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月 
６箇月を超

える期間 

３日以上 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 

２日 ― ― １日 １日 １日 １日 ２日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 

（２）要介護者が２人以上の場合 

１週間の 

勤務日数 

任用期間の月数（任用期間の初日の属する月から任用期間の末日

の属する月までの月数をいう。） 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月 
６箇月を超

える期間 

３日以上 １０日 １０日 １０日 １０日 １０日 １０日 １０日 

２日 ― ― １日 １日 １日 ２日 ３日 

１日 ― ― ― ― ― １日 １日 

１３ 第１項第１８号の特別休暇は、１週間の勤務日が３日以上とされている



非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で

１年間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員に対して付与することがで

きるものとし、特別休暇の期間及びその他の要件は正規職員の例による。 

１４ 第１項第１９号の特別休暇は、要介護者の介護をする非常勤職員であっ

て、当該介護をするため、当該要介護者の各々が介護を必要とする一の継続

する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して９３日を超えない範囲内で

指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことを申

し出る時点において次のいずれにも該当するものに対して、指定期間内にお

いて必要と認められる期間で付与することができるものとし、その他の要件

は別に定めるもののほか、正規職員の例による。 

（１）要介護者各々に係る一の要介護期間において初めてこの号の休暇を使用

しようとする日から起算して９３日を経過する日を超えて特定職に引き続

き在職することが見込まれるもの（当該日から６月を経過する日までの間

に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に

引き続き採用されないことが明らかであるものを除く。） 

（２）１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間に

よって勤務日が定められている非常勤職員で１年間の勤務日が１２１日以

上であるもの 

１５ 第１項第２０号の特別休暇は、要介護者の介護をする非常勤職員であっ

て、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する３年の期間（当該

要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時

間の一部につき勤務しないことの承認を初めて請求する時点において、１週

間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤

務日が定められている非常勤職員で１年間の勤務日が１２１日以上であるも

のであり、かつ、１日につき定められた勤務時間が６時間１５分以上である



勤務日がある非常勤職員に対して、当該連続する３年の期間内において１日

につき２時間（当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から

５時間４５分を減じた時間が２時間を下回る場合は、当該減じた時間）を超

えない範囲内で必要と認められる期間で付与することができるものとし、そ

の他の要件は別に定めるもののほか、正規職員の例による。 

１６ 前１５項の規定にかかわらず、その他特別な事由により勤務しないこと

が相当であると認められる場合は、特別休暇を付与することができる。 

１７ 前項の特別休暇の取扱いは、総務企画局長が別に定める。 

（育児休業） 

第１５条 非常勤職員は、市長の承認を受けて、当該非常勤職員の子を養育す

るため、育児休業をすることができるものとし、その他の要件については川

崎市職員の育児休業等に関する条例（平成４年川崎市条例第２号）における

非常勤職員の例による。 

（部分休業） 

第１６条 市長は、非常勤職員が請求した場合において、公務の運営に支障が

ないと認めるときは、当該非常勤職員がその小学校就学の始期に達するまで

の子を養育するため１日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと

を承認することができるものとし、その他の要件については地方公務員の育

児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）及び川崎市職員の育児休

業等に関する条例における非常勤職員の例による。 

（報酬） 

第１７条 非常勤職員には、第１種報酬、第２種報酬及び第３種報酬を支給す

る。ただし、日額報酬者その他総務企画局長が別に定める者については、第

２種報酬を支給しない。 

２ 第１種報酬の額は、総務企画局長及び財政局長が協議して別に定める。 



３ 第２種報酬の額は、非常勤職員の通勤の事情等に応じ総務企画局長が別に

定めるもののほか、正規職員の例による。 

４ 第３種報酬の額は、次条に定めるところによる。 

５ 第１種報酬、第２種報酬及び第３種報酬の合計額は、川崎市報酬及び費用

弁償額並びにその支給条例（昭和２２年川崎市条例第１２号。以下「条例」

という。）第１条第５項に定める報酬額の限度額を超えないものとする。 

６ 前各項に規定する第１種報酬、第２種報酬及び第３種報酬の支給方法は、

総務企画局長が別に定めるもののほか、正規職員の例による。 

（時間外勤務に対する第３種報酬） 

第１７条の２ 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた非常勤職員に

は、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第２

０条各項に定める勤務１時間当たりの第１種報酬額に正規の勤務時間以外に

した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合（その勤務

時間が、午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、その割合に

１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務に対する第３

種報酬として支給する。 

（１）正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 １００分の１２５（正

規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務

のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との

合計が、７時間４５分に達するまでの間の勤務は、１００分の１００） 

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務 １００分の１３５ 

２ 前項に規定するもののほか、第１２条の２の規定により、あらかじめ第１

１条の規定により割り振られた１週間の勤務時間（以下「割振り変更前の勤

務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務

時間と割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間とを合計した１週間



における勤務時間が３８時間４５分を超えた非常勤職員には、その３８時間

４５分を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第２０条各項

に定める勤務１時間当たりの第１種報酬額に１００分の２５を乗じて得た額

を時間外勤務に対する第３種報酬として支給する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜら

れ、正規の勤務時間外にした勤務の時間（正規の勤務時間が割り振られた日

においては、正規の勤務時間との合計が１日において７時間４５分を超えて

した勤務の時間に限る。）と第１２条の２の規定により、割振り変更前の勤

務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて

した勤務の時間（割振り変更前の勤務時間との合計が１週間において３８時

間４５分を超えてした勤務の時間に限る。以下この項において同じ。）との

合計が１箇月について６０時間を超えた非常勤職員には、その６０時間を超

えて勤務した全時間のうち、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、

正規の勤務時間外にした勤務の時間に対して勤務１時間につき、第２０条各

項に定める勤務１時間当たりの第１種報酬額に１００分の１５０（その勤務

時間が、午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の

１７５）を乗じて得た額を、第１２条の２の規定により、割振り変更前の勤

務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて

した勤務の時間に対して勤務１時間につき、第２０条各項に定める勤務１時

間当たりの第１種報酬額に１００分の５０を乗じて得た額を時間外勤務に対

する第３種報酬として支給する。 

（第３種報酬の勤務時間数） 

第１７条の３ 第３種報酬の基礎となる勤務時間数は、支給割合を異にする部

分ごとに各別に計算したその月の時間外勤務の時間数によって計算するもの

とし、この場合において１時間未満の端数が生じた場合においては、その端



数が３０分以上のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てるものと

する。 

 （月の中途任用又は退職等の場合の第１種報酬） 

第１８条 第１種報酬が月額で定められている非常勤職員が、月の中途におい

て任用された場合の当該月の第１種報酬の額は、当該月の初日から任用日の

前日までの間の本来勤務すべき日数に１日の勤務時間数を乗じて得た勤務時

間数に第２０条第１項に定める勤務１時間当たりの第１種報酬額を乗じて得

た額を第１種報酬月額から減額する。第１種報酬が月額で定められている非

常勤職員が月の中途において退職した場合の当該月の第１種報酬の額は、退

職日の翌日から当該月の末日までの間の本来勤務すべき日数の１日の勤務時

間数を乗じて得た勤務時間数に第２０条第１項に定める勤務１時間当たりの

第１種報酬額を乗じて得た額を第１種報酬月額から減額する。ただし、死亡

退職の場合は、全額支給するものとする。 

 （第１種報酬の減額） 

第１９条 第１種報酬が月額で定められている非常勤職員が、勤務日に勤務し

ないときは、有給の休暇を取得している期間を除き、その勤務しない１時間

につき、次条第１項に定める勤務１時間当たりの第１種報酬額を減額して、

第１種報酬を支給する。 

２ 第１種報酬が日額で定められている非常勤職員で、１日の勤務時間が定ま

っている場合は、その勤務しない１時間につき、次条第２項に定める勤務１

時間当たりの第１種報酬額を減額して、第１種報酬を支給する。 

３ 前２項の場合において勤務しない時間数に３０分未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨て、３０分以上１時間未満の端数を生じたときは、これを

切り上げるものとする。 

（勤務１時間当たりの第１種報酬額） 



第２０条 第１種報酬が月額で定められている非常勤職員の勤務１時間当たり

の第１種報酬額は、別に定めるもののほか、第１種報酬月額に１２を乗じて

得た額をその者の１週間の勤務時間数に５２を乗じて得た数で除して得た額

とする。 

２ 第１種報酬が日額で定められている非常勤職員で、１日の勤務時間が定ま

っている場合の勤務１時間当たりの第１種報酬額は、第１種報酬日額を１日

の所定勤務時間数で除して得た額とする。 

３ 前２項の場合において第１種報酬額に５０銭未満の端数を生じたときは、

これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは、これを切り上

げるものとする。 

（費用弁償） 

第２１条 非常勤職員がその職務のため出張するときは、条例第５条第２項の

規定に基づき、川崎市旅費支給条例（令和７年川崎市条例第５７号）の規定

による旅費を費用弁償として支給する。 

２ 前項の場合において、川崎市旅費支給条例第８条第２項、第９条第２項及

び第１０条第２項に規定する運賃の額の上限は、川崎市職員の給与に関する

条例（昭和３２年川崎市条例第２９号）第３条第１項第１号に規定する行政

職給料表（１）の職務の級が３級以下である職員の運賃の額の上限と同額と

し、川崎市旅費支給条例第１２条第１項に規定する宿泊費基準額は、同項第

２号に掲げる職員の宿泊費基準額と同額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたいものとして特に

必要があると認める場合は、川崎市職員の給与に関する条例の適用を受ける

職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、局長等が総務企画局長と協議して

運賃の額の上限又は宿泊費基準額を別に定めることができる。 

（服務） 



第２２条 所属長は、非常勤職員について、その勤務状況を出勤簿、出張命令

簿及び時間外勤務命令簿兼振替命令簿により把握するとともに、その職につ

いて必要な服務規律が守られるよう指揮監督しなければならない。 

２ 部長等は、非常勤職員が服務規律に違反した場合及び心身の故障のためそ

の業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合その他その職に必

要な適格性を欠く場合は、直ちに総務企画局人事部長に報告するとともに、

適切な措置を行うものとする。 

（社会保険の適用） 

第２３条 非常勤職員に対する社会保険の適用については、地方公務員等共済

組合法（昭和３７年法律第１５２号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第

１１５号）、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及び介護保険法（平

成９年法律第１２３号）の定めるところによる。 

（公務災害等の補償） 

第２４条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、川

崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４

２年川崎市条例第３５号）及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５

０号）に定めるところによる。 

２ 非常勤職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、勤務日に勤務しな

い場合、当該期間に対する第１種報酬及び第２種報酬は支給しない。 

（健康診断） 

第２５条 非常勤職員には、川崎市職員健康診断実施要領（１８川総職第９９

６号）に基づき、必要に応じて、健康診断を実施する。 

 （要綱の設置） 

第２６条 局長等は、原則として、所属する非常勤職員に関する要綱を定め、

その適正化を図るものとする。この場合において、要綱を定めるに当たって



は総務企画局長に合議するものとする。 

２ 前項の要綱は、おおむねこの要領及び必要な事項について定めるものとす

る。 

第２７条 削除 

 （定めのない事項） 

第２８条 この要領に定めのない事項については、労働基準法（昭和２２年法

律第４９号）その他関係法令の定めるところによる。 

 （委任） 

第２９条 この要領の施行について必要な事項は、その都度総務企画局長が定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成５年４月１日から施行する。 

（非常勤嘱託職員取扱要領の廃止） 

２ 非常勤嘱託職員取扱要領（６３川総人第６６６号）は、廃止する。 

附 則 

この要領は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成６年６月２１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成７年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成８年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成９年４月１日から施行する。 



附 則 

この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成２１年５月２１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２２年６月３０日から施行する。 



（経過措置） 

２ この要領の施行の日前に使用された改正前の要領の規定による子の看護を

事由とする特別休暇の取扱いについては、改正後の要領の規定による子の看

護を事由とする特別休暇として使用したものとみなす。 

附 則  

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則  

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則  

（施行期日） 

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の日以前の第１４条第１項第１５号の休暇（以下「改正前

休暇」という。）を使用したことがある非常勤職員の当該改正前休暇と要介

護者を同じくする改正要領による改正後の同号の休暇に係る指定期間につい

ては、２回（施行日が当該改正前休暇に係る改正要領による改正前の同号の

規定の例による連続する９３日の期間内にある場合であって、施行日以後の

当該期間内の日を末日とする指定期間を指定するときは、３回）を超えず、

９３日から、施行日前において当該要介護者の介護を必要とする一の継続す

る状態ごとに、初めて改正前休暇の承認を受けた期間の初日から最後に当該

承認を受けた期間の末日までの日数を合算した日数を差し引いた日数を超え



ない範囲内で指定するものとする。 

附 則  

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成３０年１月１日から施行する。ただし、改正後の要領

第６条の２及び第７条の規定は、同年４月１日以降を任用の期間とする任

用から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の日前に改正前の要領第６条第１項の規定により選考され

た非常勤職員については、改正後の要領第６条の２の規定による公募を行っ

て選考されたものとみなす。 

附 則  

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和２年５月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則  

この要領は、令和３年１月２７日から施行し、令和２年４月１日から適用す

る。 

附 則  

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 



附 則  

この要領は、令和３年６月２日から施行し、令和３年５月２７日から適用す

る。 

附 則  

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年１２月５日から施行し、令和４年１０月１日から適用

する。 

附 則  

この要領は、令和５年５月８日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和７年１月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和７年１０月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



別表第１（第１３条関係）  

１週間の 

勤務日数 

勤務年数ごとの休暇日数 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

５日以上 
１０日 １１日 １２日 １４日 １６日 

１８日 ２０日 ２０日 ２０日 ２０日 

４  日 
７日 ８日 ９日 １０日 １２日 

１３日 １５日 １５日 １５日 １５日 

３  日 
５日 ６日 ６日 ８日 ９日 

１０日 １１日 １１日 １１日 １１日 

２  日 
３日 ４日 ４日 ５日 ６日 

６日 ７日 ７日 ７日 ７日 

１  日 
１日 ２日 ２日 ２日 ３日 

３日 ３日 ３日 ３日 ３日 

備考 従前の任用から引き続いて再度の任用をされた非常勤職員について

は、再度の任用以後の勤務年数に応じてこの表を適用するものとし、そ

れぞれ下段の休暇日数を付与するものとする。 

別表第２（第１３条関係） 

１週間の 

勤務日数 

任用期間の月数（任用期間の初日の属する日から任用期間の末日

の属する月までの月数をいう。） 

１箇月 ２箇月 ３箇月 ４箇月 ５箇月 ６箇月 ６箇月を超

える期間 

５日以上 １日 ２日 ２日 ３日 ４日 ５日 １０日 

４日 １日 １日 ２日 ２日 ３日 ３日 ７日 

３日 － １日 １日 ２日 ２日 ３日 ５日 

２日 － － １日 １日 １日 ２日 ３日 

１日 － － － － － １日 １日 

 備考 更新した場合の年次有給休暇は、別表第１に規定する勤務年数ごとの

休暇日数を付与することができる。 


